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公募型プロポーザル方式（企画型） 

沼田市森林ビジョン（仮称）策定業務委託実施要領 

 

１ 目的 

この要領は、「沼田市森林ビジョン（仮称）策定業務」を委託するに当たり、参加資格及び

手続きを定め、最適な事業者を選定することを目的とする。 

 

２ 業務概要 

(1) 業 務 名 沼田市森林ビジョン（仮称）策定業務委託 

(2) 業務場所 沼田市内 

(3) 業務内容 沼田市森林ビジョン（仮称）策定業務委託仕様書のとおり 

(4) 完了期日 令和９年３月１９日 

(5) 委託上限額 8,690,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

(6) 発注方法 公募型プロポーザル方式（企画型） 

 

３ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次の要件を全て満たしているものとする。 

(1) 本業務の公告日において、沼田市競争入札参加資格審査要領に規定する沼田市競争入札

参加資格名簿に登載されていること。 

(2) 地方自治法施行例第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。 

(3) 本業務の公告日において、沼田市の工事等請負契約に係る指名停止等の措置要領による

指名停止期間中でない者であること。 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立を行っている者、

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続の申立を行っている者で

ないこと。 

(5) 役員等が、沼田市暴力団排除条例（平成２４年条例第２１号）第２条第２号に規定する

暴力団員等又は暴力団員と密接関係者でないこと。 

(6) 地方公共団体が発注する、森林政策・林政分野の計画策定業務を元請けとして受注し、

完了した実績があること。 

(7) 業務の管理技術者に、技術士 （森林部門）又は森林総合監理士の資格を有する者を配置

できること。 

 

４ 日程 

(1) 実施要領の公表 令和８年５月２０日（水） 

(2) 質疑期間 令和８年５月２０日（水）～令和８年５月２７日（水） 

(3) 参加表明書の提出 令和８年５月２０日（水）～令和８年５月２９日（金） 

(4) 提案書の提出 令和８年５月２２日（金）～令和８年６月３日（水） 

(5) プレゼンテーション審査会 令和８年６月１７日（水） 

(6) 審査結果の通知 令和８年６月２３日（火）予定 
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(7) 契約締結・業務開始 令和８年６月下旬予定 

※日程は、状況により変更となる場合があります。 

 

５ 質疑応答 

(1) 受付期間 令和８年５月２０日（水） 午前９時から 

令和８年５月２７日（水） 午後５時まで 

(2) 質問方法 沼田市役所農林課森林整備係に事前連絡の上、電子メールにて質疑応答書

（様式１）を提出すること。（持参可） 

メールアドレス gn-norin@city.numata.lg.jp 

 

６ 参加表明 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、参加表明書を提出すること。 

(1) 受付期間 令和８年５月２０日（水） 午前９時から 

令和８年５月２９日（金） 午後５時まで 

(2) 提出書類 参加表明書（様式２）及び様式記載の添付書類 

(3) 提出方法 持参または郵送により提出すること。 

郵送の場合は、配達日時及び配達された事を証明できる方法とする。 

(4) 提 出 先 本要領第１４項に記載の担当部署 

(5) 資格審査 実施要領に基づき参加資格を審査し、結果についてプロポーザル参加資格

確認結果通知書（様式３）により通知する。 

 

７ 提案書の提出 

別添「沼田市森林ビジョン（仮称）策定業務委託仕様書」の内容を確認のうえ、提案書を

作成すること。 

(1) 提出書類 

ア 提案書鑑（様式４－１） 

イ 会社概要調書（様式４－２） 

ウ 業務実施体制表（様式４－３） 

エ 提案書（任意様式） 

オ 参考見積書（任意様式） 

カ 工程表（任意様式） 

キ その他必要と思われる資料 

(2) 提出部数 正本１部、副本３部 

PDF データ一式 

(3) 提出方法 持参または郵送により提出（平日午前９時から午後５時まで） 

郵送の場合は、配達日時及び配達された事を証明できる方法とする。 

(4) 提 出 先 本要領第１４項に記載の担当部署 

(5) 提出期間 令和８年５月２２日（金） 午前９時から 

令和８年６月 ３日（水） 午後５時まで 
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８ 提案書に記載を要する事項 

(1) 提案書（任意様式） 

ア 本業務の目的等を確認の上、次の提案事項について記載すること。 

別紙「沼田市森林ビジョン（仮称）策定業務委託仕様書」に記載する業務内容を踏

まえ、ビジョンを策定する考え方及び具体的な方法 

なお、提案に当たっては、必要と考える森林調査の内容や分析の視点、本市のビジ

ョン策定に対する独自性についても示すこと。 

イ 企業名の記載、押印等は正本のみに行い、副本については、提出者を特定すること

ができる内容（具体的な会社名や記号等）は記載しないこと。 

ウ 提案書は、両面使用で１０ページ（用紙５枚）以内とし、表紙、目次は含めないも

のとする。 

エ 専門的な知識を持たない者でも理解できるよう、平易で簡潔に記載すること。 

(2) 業務参考見積書（任意様式） 

仕様書の業務内容に基づいて作成した提案書の内容を実行するための費用を、業務内

訳がわかるように見積もること。 

金額は税抜きとし、税込み額もわかるようにすること。 

(3) 工程表 

提案者が想定する本業務の実施スケジュールを記載すること。 

業務ごとに実施時期を明示すること。 

 

９ 優先交渉者の選定方法 

優先交渉者の選出は、公募型プロポーザル方式（企画型）によるものとし、本市が設置す

る審査会において、提出された提案書等すべての提出書類及びプレゼンテーション内容を総

合的に評価し、最も優れた提案を行った事業者とする。 

 

１０ 審査 

(1) 審査基準 

別に定める審査要領のとおり 

(2) 審査方法 

市で設置する審査委員会によるプレゼンテーション審査を実施する。審査では、審査委

員の評価点を合計した得点の最も高い事業者を優先交渉者と決定する。ただし、その事業

者と合意に至らなかった場合は、次に評価点の高い事業者から順に交渉を行う。 

なお、提案書の提出が１０件を超えた場合は、書類選考による一次審査を実施すること

がある。 

(3) プレゼンテーション審査 

ア 日時 

令和８年６月１７日（水） 

イ 場所 

沼田市役所 
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※場所・時間等の詳細は、別途電子メール等にて連絡する。 

ウ 実施方法 

１事業者あたりの持ち時間は、プレゼンテーション１５分、質疑応答１０分程度とす

る。 

なお、出席者は、様式４－３業務実施体制表の管理技術者及び担当者を含め、３名以

内とする。 

 

１１ 契約及び事業の実施 

(1) 契約の手続 

ア 優先交渉者は沼田市との間で、業務委託請負契約の交渉を行い、契約を締結する。（以

下、契約を締結した事業者を「契約事業者」という。） 

イ 提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契約内容は提案を基に市

とあらためて内容を協議し決定する。 

ウ 契約形態は随意契約とし見積書の提出を求める。 

なお、契約金額は原則として提案された見積額の範囲内とする。 

エ 優先交渉者との交渉が不調となった場合、次点とされた者と交渉する場合がある。 

(2) 業務管理 

契約事業者は、契約書及び監督員の承諾を得た仕様書等に基づき、市の指示に従い業務

の進行管理を行う。 

業務を進める上で、調査等が必要になった項目については、必ず監督員と協議し進める

こと。 

(3) 契約保証金 

徴収する。納付方法は沼田市契約規則の規定による。 

(4) 支払条件 

前金払い有り、部分払い無し。 

 

１２ 失格事項 

(1) 定められた期間内に提案書が提出されなかったとき。 

(2) 参考見積額が、委託上限額を超過したとき。 

(3) 提案書の内容が、この実施要領に定めた条件を満たしていないと認められるとき。 

(4) 提案書に著しい不備又は虚偽の記載があると認められるとき。 

(5) 審査委員会への接触や他の提案者との謀議などにより、審査及び審査結果に影響を及ぼ

すおそれのある不正又は悪質な行為をしたとき。 

 

１３ その他の注意事項 

(1) 提出書類に用いる言語は日本語、通過は日本円、単位は日本の標準時及び計量法（平成

４年法律第５１号）に規定する計量単位とする。 

(2) 提出書類の作成、提出及びプレゼンテーション参加に要する費用は、すべて提案者の負

担とする。 
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(3) 参加表明書提出後に辞退する場合は、参加辞退届（様式５）を提出すること。 

(4) 提出書類提出後における変更・差し替え又は再提出は認めない。 

なお、提出された関係書類等は返却しない。 

(5) 提案は１者につき１案のみとする。 

(6) この要領に定めるもののほか、本プロポーザルの内容に関しては、日本国の関係法令及

び沼田市の規則等の定めるところによる。 

 

１４ 担当部署（提出・問合せ先） 

〒３７８―８５０１ 群馬県沼田市下之町８８８番地 

沼田市役所 農林課森林整備係 

電話番号：０２７８―２３－２１１１（内線 5011） 

ＦＡＸ番号：０２７８―２４－５１７９ 

メールアドレス：gn-norin@city.numata.lg.jp 


